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一 般 質 問
問　

市
役
所
よ
り
、
水
銀
に
関
す
る
水
俣
条
約

の
採
択
に
伴
い
、
２
０
２
１
年
よ
り
水
銀
灯

（
ラ
ン
プ
）
の
製
造
・
輸
入
が
禁
止
、
供
給
量

も
減
少
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

当
該
ラ
ン
プ
を
管
理
し
て
い
る
各
町
内
会
・
自

治
会
は
、
計
画
的
に
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
を
進
め
る
よ
う

に
と
通
知
が
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
市
内
の
町
内
会
・
自
治
会
の
要
望

状
況
と
市
と
し
て
の
今
後
の
考
え
方
を
お
知
ら

せ
く
だ
さ
い
。

答
（
市
長
）
市
で
は
、
本
年
９
月
に
令
和
４
年

度
予
算
に
係
る
街
灯
施
設
等
補
助
金
の
要
望
調

査
を
行
っ
た
際
、
水
銀
灯
（
ラ
ン
プ
）
の
製

造
・
輸
入
禁
止
に
伴
い
、
今
後
、
供
給
が
次
第

に
少
な
く
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
た
め
、
計

画
的
に
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
を
進
め
て
い
た
だ
く
よ
う
通

知
を
し
て
お
り
、
こ
れ
に
対
し
、
51
団
体
か
ら

新
設
23
灯
、
改
良
599
灯
の
要
望
が
あ
が
っ
て
い

ま
す
。　

　

市
と
し
て
の
今
後
の
考
え
方
に
つ
い
て
は
、

令
和
４
年
度
の
改
良
要
望
灯
数
が
、
今
年
度
の

約
２
倍
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
可
能
な
限
り
要

望
に
添
え
る
よ
う
に
予
算
を
措
置
し
、
町
内

会
・
自
治
会
の
計
画
的
な
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
の
推
進
を

後
押
し
し
て
ま
い
り
た
い
。

問　

街
灯
施
設
等
補
助
金
の
補
助
率
に
つ
い
て
、

町
内
会
等
の
規
模
が
小
さ
く
な
っ
て
き
て
お
り
、

町
内
会
等
の
負
担
も
大
変
だ
と
聞
い
て
い
ま
す

が
、
全
額
補
助
と
は
な
ら
な
い
の
か
。

答
（
副
市
長
）
厳
し
い
財
政
状
況
の
中
、
選
択

と
集
中
と
い
う
考
え
方
で
予
算
編
成
し
て
お
り
、

実
現
で
き
る
か
ど
う
か
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

　
　

今
年
７
月
～
８
月
に
か
け
て
、
記
録
的
大

雨
に
よ
り
、
特
別
警
報
が
出
さ
れ
厳
重
な
警
戒

を
余
儀
な
く
さ
れ
、
河
川
の
氾
濫
、
土
砂
災
害

な
ど
各
地
の
被
害
が
報
道
さ
れ
ま
し
た
。

　

当
市
で
も
、
11
月
２
日
～
３
日
に
大
雨
警
報

（
洪
水
・
土
砂
災
害
）
が
発
令
さ
れ
、
指
定
さ

れ
た
地
域
に
避
難
指
示
が
出
さ
れ
、
開
設
し
た

避
難
所
に
は
、
避
難
者
も
来
ら
れ
た
と
報
告
が

あ
り
ま
し
た
。

　

当
市
で
は
、
防
災
計
画
等
で
備
蓄
品
や
災
害

対
応
資
機
材
は
確
保
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す

が
、
指
定
福
祉
避
難
所
の
設
置
状
況
と
避
難
行

動
要
支
援
者
対
策
の
状
況
を
お
知
ら
せ
く
だ
さ

い
。

答
（
市
長
）
福
祉
避
難
所
に
つ
い
て
は
、
平
成

30
年
に
福
祉
避
難
所
設
置
運
営
マ
ニ
ュ
ア
ル
を

策
定
し
、
説
明
会
を
実
施
し
た
上
で
、
ご
理
解

を
い
た
だ
い
た
社
会
福
祉
法
人
等
と
協
定
を
締

結
し
、
福
祉
避
難
所
に
指
定
し
て
お
り
、
現
在
、

９
法
人
27
施
設
あ
り
ま
す
。

　

避
難
行
動
要
支
援
者
対
策
の
状
況
に
つ
い
て

で
す
が
、
東
日
本
大
震
災
の
教
訓
を
踏
ま
え
、

平
成
25
年
に
災
害
対
策
基
本
法
が
改
正
さ
れ
、

市
町
村
に
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
の
作
成
が

義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

本
市
で
も
、
独
自
の
基
準
で
名
簿
の
作
成
を

行
う
と
と
も
に
、
「
自
主
防
災
組
織
結
成
の
手

引
き
」
を
策
定
し
、
自
主
防
災
組
織
の
協
力
の

下
、
個
別
避
難
計
画
の
策
定
を
進
め
て
き
た
と

こ
ろ
で
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
い
ま
だ
に
災
害
に
よ
り
、

多
く
の
高
齢
者
が
被
災
す
る
事
例
が
多
く
あ
る

こ
と
か
ら
、
避
難
の
実
効
性
を
さ
ら
に
確
保
す

る
た
め
、
災
害
対
策
基
本
法
が
改
正
さ
れ
、
個

別
避
難
計
画
の
策
定
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
の

努
力
義
務
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
本
市
で
も
改

め
て
自
主
防
災
組
織
の
拡
充
を
進
め
て
お
り
、

現
在
、
防
災
連
絡
会
議
と
の
連
携
の
下
、
４
町

会
と
協
議
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
要
配
慮
者
利
用
施
設
等
の
施
設
管
理

者
を
含
め
、
市
内
事
業
者
に
対
し
て
も
、
協
働

に
よ
り
、
防
災
訓
練
の
実
施
や
物
資
等
の
備
蓄
、

避
難
行
動
要
支
援
者
の
避
難
体
制
の
構
築
な
ど
、

自
主
的
な
防
災
活
動
の
推
進
に
努
め
て
い
た
だ

く
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
方
面
か
ら
地
域
の
防
災
力

向
上
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

問　

一
般
の
指
定
避
難
所
か
ら
福
祉
避
難
所
に

移
送
す
る
判
断
は
誰
が
す
る
の
か
。

　

ま
た
、
福
祉
避
難
所
へ
の
移
送
は
市
の
職
員

が
す
る
の
か
。

答
（
総
務
課
長
）
基
本
的
に
は
一
般
の
指
定
避

難
所
が
開
設
さ
れ
た
段
階
で
、
市
の
保
健
師
が

各
指
定
避
難
所
を
回
り
、
判
断
し
て
い
ま
す
。

　

福
祉
避
難
所
へ
職
員
が
送
迎
す
る
の
は
厳
し

い
た
め
、
基
本
的
に
は
各
自
で
移
動
を
お
願
い

し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
他
、
福
祉
避
難
所
側
で

送
迎
す
る
等
の
方
法
を
取
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

市　
長

質
問
１

51
団
体
か
ら
新
設
23
灯
、
改
良 

599
灯
の
要
望
が
あ
が
っ
て
い
る

水
銀
灯
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
に
関
す
る
町

内
会
等
か
ら
の
要
望
状
況
は

市　
長

質
問
２

現
在
、
９
法
人
27
施
設
を
福
祉
避

難
所
に
指
定
し
て
い
ま
す

指
定
福
祉
避
難
所
の
設
置
状
況
は

問

町内会で管理している水銀灯

工
藤
　
秀
子
　
議
員

指定福祉避難所
「社会福祉法人函館緑花会美ケ丘敬楽荘」

問 答

答

答

問

答 問


